
薬局の管理および運営について

開設者

株式会社うさぎ薬局

代表取締役

白石誠一郎

許可区分｜薬局
営業時間

9:00-17:30（月‣火‣木‣金）

9:00-17:00（水）

9:00-13:00（土）

休日：日・祝

医薬品の購入または譲り受けの申

し込みを受理する時間は上記営業

時間とする

営業時間外の相談

携帯電話にて対応

0558-52-2411（転送）

取り扱う一般用医薬品

要指導医薬品

第一類医薬品

指定第二類医薬品

第二類医薬品

第三類医薬品

管理薬剤師

米山 和人

薬剤師（保管・陳列・販売・情報提供・相談

）

３名

登録販売者（販売・情報提供・相談）

２名

薬剤師

白衣：名札に氏名及び「薬剤師」

登録販売者

制服：名札に氏名及び「登録販売者」

その他の勤務者

制服：名札に氏名及び「事務」

薬局の名称・許可番号・許可

年月日・所在地・有効期間

薬局開設許可証(別掲)を参照



●夜間・休日等加算の対象時間

平日19:00-閉店まで 土曜日13:00-閉店まで（営業時間延長時のみ）

※1月2-3日 12月29-31日は休日扱い

※営業時間外の時間外調剤料について

時間外加算 18:00-22:00  6:00-8:00 深夜加算 22:00-6:00

休日加算 日曜日・祝日・年末年始（12月30日-翌年1月3日）

開局時間のご案内

緊急連絡先（転送電話）0558-52-2411

月·火·木·金 9:00-17:30
水 9:00-17:00
土 9:00-13:00

日・祝日 休み

保険
薬局



調剤基本料と薬剤服用歴の活用について
当薬局の調剤基本料は以下の通りです。また、患者様が薬を安心して安全にご使用い
ただけるよう、薬の使用履歴（薬剤服用歴）を活用しています。この履歴に基づき、
薬の服用方法や市販薬との相互作用について説明し、その内容を記録しています。

※患者様の個人情報は、当薬局の個人情報の保護方針に基づき厳重に管理いたします。もし疑問やご質
問がありましたら、遠慮なく当薬局のスタッフにご相談ください。

調剤基本料３イ・・・・・・・・24点
後発医薬品調剤体制加算３・・・30点
医療 DX 推進体制整備加算・・・ 6点
連携強化加算・・・・・・・・・ 5点

当薬局では、医療の透明化と患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発
行の際に、「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で発行しております。

明細書の発行を希望されない場合は事前に申し出てください。
※平成30年より公費負担医療で自己負担が発生しない患者様についても明細書の発行が義務付けられております。

処方箋受付数は月1,800回以下、グループ内の薬局数は300店舗未満、グループ全体の合計受付数は月4万回～40万回です。医薬品
取引価格の妥結率は5割以上で、地方厚生局に報告済みです。特定医療機関からの賃貸関係はありません。後発医薬品の調剤率は
50％以上です。非常時対応のための連携体制が整えています。



在宅療養中で通院が困難な場合、調剤後にご自宅を訪問して、薬剤服薬指導
および管理のお手伝いをさせていただくことができます。
ご希望される場合は、お気軽にお申し出ください。医師の了解と指示が必要
となりますので、事前にご相談ください。

訪問薬剤管理指導に関するご案内

居宅療養管理指導および
介護予防居宅療養管理指導

うさぎ薬局仁科店

静岡県知事指定介護保険事業所 第2240110300号

TEL 0558-52-2411
FAX 0558-52-2421
緊急時→転送電話（24時間対応）

同一建物居住者

379単位/回（2−9人）

342単位/回（10人以上）

同一建物居住者以外

518単位/回

同一建物居住者

320点/回（2−9人）

290点/回（10人以上）

同一建物居住者以外

650点/回

在宅患者訪問薬剤管理指導

1単位=10円 10単位=10円（1割負担）30円（3
割負担）自己負担率や厚生労働省が定める地域に
より金額が異なることがあります。

1点=10円 10点=10円（1割負担）30円（3割負担
）自己負担率により金額が変わります。麻薬の調剤
や緊急対応、オンライン服薬指導等で点数が異なり
ます。

介護保険の方 医療保険の方



取り扱う一般用医薬品や副作用救済制度の案内です

要指導
医薬品

第1類
医薬品

第2類
医薬品

第3類
医薬品

医療用から市販用に変わっ

た、特に注意が必要な医薬

品です。

薬剤師が使用方法や注意点

を書面で説明し、対面販売

を行います。

直接触れることができない

場所に陳列されています。

使用上特に注意が必要な薬

です。

これらの薬を購入する際に

は、薬剤師が書面を用いて

重要な情報を提供し、販売

を行います。

直接触れることができない

場所に陳列されています。

第2類医薬品は使用上の注意が必

要な薬です。指定第２類医薬品は

第2類医薬品の中でも特に注意が

必要な薬です。使用前には「して

はいけないこと」を必ず確認して

ください。

これらの薬は薬剤師または登録販

売者が重要な情報を提供し、販売

を行います。商品は直接手に取っ

て確認することができます。

要指導医薬品や第1類、第

2類医薬品以外で比較的安

全性が高いと認められて

いる一般用医薬品です。

薬剤師または登録販売者

が必要な情報提供を行い

、販売いたします。これ

らの商品は、直接手に取

って確認することができ

ます。

健康被害救済制度

医薬品の副作用等による健康被害を受けられた方の救済制度です。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

TEL 0120-149-931
医薬品の安全使用のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。個人情報は個
人情報保護法等に基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的で利用はしません。

苦情相談窓口

静岡県薬剤師会
054-203-2023

静岡県薬務課
055-920-2107



当薬局は、「個人情報保護法」及び厚生労働省の「ガイドライン」に従い、質の高いサービス提供
のため、皆様の個人情報の適切な管理を徹底します。個人情報の適正な取扱いを保証するため、以
下の措置を講じます。

● 関連する法令やガイドラインを厳守します。

● 個人情報管理のルールを定め、全従業員がこれを遵守するよう徹底します。

● 安全管理措置をし、漏洩・滅失・棄損の防止に努めます。

● 定期的に個人情報の取扱い状況を確認し、問題があれば改善します。

● 個人情報を取得する際は、使用目的を明示し、同意を得た上でのみ利用します。ただし、本人の了解
を得ている場合、法令に基づく場合、個人を識別できないよう匿名化した場合などは除きます。

● 業務委託時には、委託先が当薬局の方針を理解し、適切に個人情報を扱うよう監督します。

● 個人情報に関する相談体制を整え、迅速に対応します。

当薬局は、次の事項についてご本人から申し出があった場合、適切かつ迅速に対応します。

● 個人情報の利用目的に同意しがたい場合

● 個人情報の開示、訂正、利用停止など（法令により応じられない場合を除く）

● 個人情報が漏洩・滅失・棄損した場合、または、その可能性が疑われる場合

● その他、個人情報の取扱い

私たちの個人情報への基本的な考え方です



当薬局では、良質かつ適切なサービスを提供するため、皆様の個人情報を厳重に取り扱っています。個人情
報の管理に関する当薬局の基本方針に従い、情報の保護に努めています。個人情報の取り扱いに関してご質
問や不明点があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。

当薬局は、個人情報を下記の目的達成に必要な範囲で利用いたします

● 当薬局での調剤サービス提供や業務改善のための基本情報収集

● 患者様の安全な医薬品使用のための情報収集（副作用歴、既往歴、アレルギー情報、体質、併用薬、

住所、緊急連絡先など）

● 病院、診療所、他の薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者との連携や照会対応

● 医療保険関連業務（調剤報酬明細書の提出、審査支払機関又は保険者への照会や回答など）

● 薬剤師賠償責任保険等に関わる保険会社や弁護士への相談や届出

● 当薬局内での薬剤師や医療事務の教育・研修、薬学生の実務実習

● 外部監査機関への情報提供

● 学会や学術誌への発表・報告時の個人情報の匿名化（同意が必要な場合は同意を取得）

● 上記以外に、個別に利用目的を明示した場合においては、その利用目的の達成のため

当薬局の業務の一部を外部に委託することがありますが、十分な個人情報の保護水準を満たしている委託先

を選定するとともに、委託先に対しては必要かつ適切な監督を行い契約等にて個人情報の保護水準を担保し

ます。

ご提供いただいた個人情報は下記に該当する場合を除き、第三者に開示することはありません。

● ご利用者から同意をいただいたとき

● 当社との秘密保持契約を締結の業務委託先に必要な範囲で開示する場合

皆さまの個人情報を厳重に取り扱っています



お薬のことで困ったらかかりつけ薬剤師におまかせください

担当薬剤師を指名してください。同意書にご署名いただくことで、
次回から専任のかかりつけ薬剤師が担当させていただきます。

保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があり、当薬局には週32時間以上勤務しています（育児や介護
などで労働時間が短縮される場合は週24時間、4日以上）。薬剤師認定制度認証機構によって認証された
研修認定制度などの研修認定を取得しており、医療に関連する地域活動にも積極的に参加しています。

いろんな
病院で薬を
もらっている

お薬がたくさんあって
間違えそうになる

こんなこと
医師にいっても
いいのかなぁ…

いつでも
相談OK

専任の薬剤師が
あなたの薬を管理



患者さんへのお願い
ー医薬品の供給が難しくなっていますー

状況によっては医師に確認の上、以下の変更を行う必要が生じるた
め、調剤にお時間をいただく場合がございます。

・同一成分・同一薬効薬への変更

・処方日数の変更
ご理解・ご協力をお願いいたします。

当薬局では必要な医薬品を確保するため

薬局間の医薬品の融通・医療機関との情報共有に努めます

。

一部の医薬品について、十分な供給が難しい状況が続いています。

薬の製造上の問題、需要の増加など、複数の問題が複雑に絡み合い、流通が逼

迫していることが原因です。



当薬局では患者さんに質の高い医療を提供するために、医療DXを積極的に推進しています。具
体的には、以下の取り組みを行っています。

1. オンライン資格確認等システムの活用

オンライン資格確認等システムを通じて、患者さんの診療情報や薬剤情報等を取得し、調剤や服薬指導
に活用しています。

2. マイナンバーカードの健康保険証（マイナ保険証）利用の促進

マイナンバーカードの健康保険証（マイナ保険証）利用を促進することで、患者さんの負担軽減と医療
情報の効率的な共有を目指しています。

3. 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの活用

電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用することで、医療機関との連携を強化し、よりスムー
ズな医療提供を実現しています。

オンライン資格確認の個人情報の利用目的は、「審査支払機関又は保険者への照会」のみであり、本人の同意なく
他の目的に利用することはできません。

医療DXを積極的に推進しています



当薬局は、皆様の健康を守るため、災害や新しい感染症が発生した

際にも迅速に対応できる体制を備えています。

他の薬局や病院、行政機関と連携し、災害や緊急時でも安心して薬

を受け取れる仕組みを維持します。

感染・災害発生時に対応できる体制を備えていま
す



当薬局では適正な医療費で持続可能な医療制度
の維持や未来のために、ジェネリック医薬品の
調剤を積極的に行っています。

当薬局では、ジェネリック医薬品（後発医薬品）を積極的に調剤し、後発医薬
品体制加算を算定しています。

ジェネリック医薬
品に変更を希望さ
れる方は薬剤師に
ご相談ください。



● 戦傷病者特別援護法→生活保護法による医療扶助・更生医療

● 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律→認定疾病医療・一般疾病医療費

● 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律→結核患者の適正医療

● 障害者自立支援法→精神通院医療・更生医療・育成医療

● 児童福祉法→療育の給付・障害児施設医療・小児慢性特定疾患治療研究事業に係

る医療・児童福祉法の措置等に係る医療

● 母子保健法による養育医療

● 特定疾患治療費及び先天性血液凝固因子障害等治療費

● 小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療の給付

● 石綿による健康被害の救済に関する法律による医療費の支給

● 生活保護法による医療扶助

取扱い公費負担医療



保険対象外の費用についてのお知らせ

当薬局では療養給付（健康保険から給付される医療費）と直接関係のない以下の
項目においては、実費で負担をお願いしています。ご了承ください。

点眼容器 1つにつき50円

水剤容器 1つにつき50円

軟膏容器 1つにつき50円

0円

2024年10月1日より、一定の条件を
満たす長期収載品（特許期間を終了
した医薬品）を選択した場合、従来
の自己負担に加え、「選定療養費」
を負担する必要があります。詳しく
はスタッフまでお尋ねください。

０円
距離関係なく

0円

1日4回1週間分

1000円

薬剤の容器代 患者希望による一包化

患者さん宅への薬の持参
料・在宅医療の交通費

患者希望による
甘味料などの添加

患者希望による
服薬カレンダー

長期収載品の選定療養



指労
定災
薬保
局険

生
活
保
護
法
指
定



後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、
特別の料金をお支払いいただきます。

この機会に、後発医薬品の積極的な利用を
お願いいたします。

• 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬
です。

• 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の４分の１相当を、特別の料金として、
医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

• 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の
料金は要りません。

令和６年10月からの
医薬品の自己負担の新たな仕組み

患者のみなさまへ

後発医薬品について
後発医薬品（ジェネリック医薬品）

に関する基本的なこと

新たな仕組みについて
特別の料金の対象となる
医薬品の一覧などはこちらへ

※ＱRコードから厚生労働省ＨＰの関連ページにアクセスできます。

将来にわたり国民皆保険を守るため
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします



先発医薬品と後発医薬品の価格差の４分の１相当を特別の料金としてお支払いいただきます。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、
差額40円の4分の1である10円を、通常の1～3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。

Q1. すべての先発医薬品が「特別の料金」を支払う対象となりますか。
A. いわゆる長期収載品（ちょうきしゅうさいひん）と呼ばれる、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品
が対象となります。

Q2. なぜ「特別の料金」を支払わなくてはいけないのですか。
A. みなさまの保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っ
ていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性が
ある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、
ご負担をお願いすることとなりました。これにより、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、保険給
付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いします。

Q3. どのような場合に「特別の料金」を支払うことになりますか。
A. 例えば、“使用感”や“味”など、お薬の有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望する場合に「特
別の料金」をご負担いただきます。過去に当該後発医薬品において副作用が出たことがある場合等は、
医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。

Q4. 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には「特別の料金」が発
生しますか。

A. 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払
う必要はありません。

Q＆A

※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
※端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。
※後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
※薬剤料以外の費用（診療・調剤の費用）はこれまでと変わりません。

特別の料金の計算方法

先発医薬品
※令和６年１０月以降、
医療上の必要性がある場合

後発医薬品

先発医薬品
※令和６年１０月以降、
患者が希望する場合

保険給付 患者
負担

保険給付

保険給付

患者
負担

患者
負担

特別の
料金

先発医薬品と
後発医薬品の価格差

価格差の1/4相当

患者負担の総額



 

当薬局では、医療の透明化と患者さんへの情報提供を 

積極的に推進していく観点から、領収書発行の際に、 

「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を 

無料で発行しております。 
 

明細書の発行を希望されない場合は事前に申し出てください。 

※平成 30年より公費負担医療で自己負担が発生しない患者様についても 

明細書の発行が義務付けられております。 

 

保険対象外の費用についてのお知らせ 
 

令和 6年６月１日より、療養給付（健康保険から給付される医療費）と直接関係のない 

シロップ容器や軟膏容器の代金を、実費負担にてお願いする事になりました。ご了承ください。 

 

 
 

 

 

          

         

水剤容器  一律:50円/個 

軟膏容器  一律:50円/個  

 



指定居宅療養管理指導事業所

指定介護予防居宅療養管理指導事業所 運営規程

（事業の目的）
第 1条
１． うさぎ薬局仁科店（指定居宅サービス事業所、以下「当薬局」とする）が行う居宅療養管理指導または

介護予防居宅療養管理指導（以下、「居宅療養管理指導等」とする）の業務の適正な運営を確保するため
に人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり主治医等の医師が交付し
た処方箋に基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、当薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導
等を提供することを目的とする。

２． 利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有
する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対して
その居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理およ
び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

（運営の方針）
第 2条
１． 要介護者または要支援者（以下「利用者」とする）の意志および人格を尊重し、常に利用者の立場に立

ったサービスの提供に努める。
２． 地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保健、

医療、福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努める。
３． 適正かつ円滑なサービスをするため、以下の要件を満たすこととする。

・保険薬局であること
・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること
・麻薬小売業者としての許可を取得していること
・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する多職種と相談するスペースを薬局内に確
保していること（他の業務との兼用を可とする）
・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備及び備品を備えていること

（従業者の職種、員数）
第 3条
１． 従業者について

・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する
・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う
・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案
した必要数とする

２． 管理者について
・常勤の管理者 1名を配置する。業務に支障がない限り、当薬局の管理者との兼務を可とする



（職務の内容）
第４条
１． 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方箋の指示に

基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。ま
た、医薬品が要介護者の ADL や QOL に及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における
日常生活の自立に資するよう適切に行う。

２． 訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医および必
要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。

（営業日および営業時間）
第５条
１． 原則として、営業日及び営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。ただし、国民

の祝祭日、年末年始（１２月３０日～１月３日）を除く。
２． 通常、月曜日から金曜日の午前９時～午後５時、土曜日の午前９時～午後１時とする。
３． 利用者には営業時間外の連絡先も掲示する。

（通常の事業の実施地域）
第６条
１． 通常の実施地域は、西伊豆町・松崎町の区域とする。

（指定居宅療養管理指導等の内容）
第７条
１． 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。

・処方箋による調剤
・薬剤服用歴の管理
・薬剤等の居宅への配送
・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
・使用薬剤、用法用量等に関する医師への助言
・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
・その他必要事項（不要薬剤の廃棄に関する指導等）

（利用料その他の費用の額）
第８条
１． 利用料については、介護報酬の告示上の額とする
２． 居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容および費用について文書

で説明し、同意を得ることとする。
３． 居宅療養管理指導等に要した交通費は、徴収しない。



（緊急時等における対応）
第９条
１． 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医

等に報告する。

（その他運営に関する重要事項）
第１０条
１． 当薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質

の保証ができうる業務体制を整備する。
２． 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
３． 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくな

った後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
４． サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を

用いる場合は該当家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
５． この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は当薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定

めるものとする。

本規程は令和６年６月１日より施行する。



介護予防居宅療養管理指導・居宅療養管理指導

(介護予防)居宅療養管理指導のサービスに係わる重要事項等説明書

(介護予防)居宅療養管理指導サービスの提供開始にあたり、厚生省令第 37号第 8条に基づいて、ご説明

する重要事項は次の通りです。

1. 事業者概要

事業者名称 うさぎ薬局 仁科店

事業所の所在地 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科１３９

指定番号 静岡県指定２２４０１１０３００号

電話番号 ０５５８－５２－２４１１

2. 事業の目的と運営方針

事業の目的 要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等の指示に基づきうさぎ薬局

の薬剤師が適正な(介護予防)居宅療養管理指導を提供することを目的とします。

運営の方針 1 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供

に努めます。

2 上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者

その他の保険、医療、福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めま

す。

3 利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に必要な情報を提供する以

外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたし

ません。

3. 提供するサービス

当事業者がご提供するサービスは以下の通りです。

【 (介護予防)居宅療養管理指導サービス 】

1 当事業所の薬剤師が、毎月医師の指示に基づき薬学的管理指導計画を作成します。そして医師の発

行する処方せんにより薬剤を調剤するとともに、管理計画に基づいて薬剤を有効かつ安全にご使用

いただけるよう説明いたします。

2 もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談して

ください。

4. 職員等の体制

当事業者の職員体制は以下の通りです。

従業者の職種 員 数 通常の勤務体制

薬剤師 3名 ・常勤者（3名）

勤務時間－午前９：００～午後５：３０（月火木金）

勤務時間－午前９：００～午後５：００（水）

勤務時間－午前９：００～午後１：００（土）

事務員 4名 ・常勤者（3名）

勤務時間－午前９：００～午後５：３０(月火木金)
勤務時間－午前９：００～午後５：００（水）

勤務時間－午前９：００～午後１：００（土）

5. 担当薬剤師

【 担当薬剤師は、以下の通りです。】

担当薬剤師：

責任者：

①担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでもその提示をお求めください。

②当事業者は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更すること

があります。



6. 営業時間

当事業所の通常の営業日は、次の通りです。

1 営業日 月曜日から土曜日。但し、国民の祝祭日及び年末年始（12月 30 日～1 月 3 日）

営業時間 午前９：００～午後５：３０（月火木金）

午前９：００～午後５：００（水）

午前９：００～午後１：００（土）

7. 緊急時の対応等

①緊急時の体制として、携帯電話等により２４時間常時連絡が可能な体制をとっています。

携帯電話：０８０－３４９４－０９７５

②必要に応じ、利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。

8. 利用料

【サービスの利用料は、下記の通りです。】

介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。

Ａ．在宅利用者の場合

①(介護予防)居宅療養管理指導サービス費として

・ 1回あたり 518円 （一割負担時） （月 4回まで）

②麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合

・ 1回あたり 100 円

③別に厚生大臣が定める者に対しては週２回１月に８回まで

Ｂ．居住系施設に入居している利用者の場合

①(介護予防)居宅療養管理指導サービス費として

・ 1回あたり 342～379円 （月 4 回まで）

②麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合

・ 1回あたり 100 円

③別に厚生大臣が定める者に対しては週２回１月に８回まで

＊上記の他、医療保険での調剤費と薬代はご負担となります。

9. 苦情申立窓口

当事業所サービス提供に当たり、苦情や相談があれば、下記までご連絡ください。

1 連 絡 先：０５５８－５２－２４１１

2 担当者名：
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